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２

議
会
は
、
議
決
権
を
初
め

と
す
る
様
々
な
権
限
・
職
責

を
有
効
か
つ
適
切
に
果
た
す

た
め
に
、
町
村
の
事
務
に
つ

い
て
調
査
が
で
き
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
権
は
地
方
自
治

法
第
一
〇
〇
条
に
規
定
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
般

に
『
一
〇
〇
条
調
査
権
』
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

一
〇
〇
条
調
査
で
は
、
単

に
町
長
や
他
の
執
行
機
関
に

対
し
て
質
問
し
た
り
、
資
料

の
提
出
を
要
求
し
た
り
す
る

だ
け
で
な
く
、
選
挙
人
そ
の

他
の
関
係
人
の
出
頭
や
証
言
、

記
録
の
提
出
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
求
め

に
対
し
て
、
正
当
の
理
由
が

な
い
の
に
、
不
出
頭
・
証
言

拒
否
・
虚
偽
の
陳
述
・
記
録

の
不
提
出
を
し
た
と
き
は
、

禁
錮
や
罰
金
な
ど
に
処
せ
ら

れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
強
制
力
を
伴

う
強
力
な
権
限
で
あ
り
、
議

会
に
と
っ
て
の
『
伝
家
の
宝

刀
』
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
い
つ
何
に
で

も
縦
横
無
尽
に
発
動
で
き
る

も
の
で
は
な
く
、
政
争
の
具

に
供
し
た
り
、
個
人
的
秘
密

や
攻
撃
に
及
ん
だ
り
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
慎
重
を
期
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
警

察
や
検
察
機
関
の
捜
査
と
は

異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

も
留
意
す
べ
き
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

調
査
が
終
わ
っ
た
ら
、
委

員
長
か
ら
報
告
書
が
提
出
さ

れ
、
結
論
に
つ
い
て
議
会
の

議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
結
論
は
判
定
意
見
や

要
望
決
議
・
勧
告
決
議
な
ど
、

議
会
と
し
て
の
意
思
決
定
を

行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

執
行
機
関
は
こ
れ
ら
決
議

等
に
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
議

会
の
意
思
と
し
て
政
治
的
に

尊
重
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

東吾妻町行政事務の調査に関する決議

行政事務執行に関して、真相究明のために『行政事務調査特別委員
会』を設置し、地方自治法100条及び地方自治法第98条の規定により調
査権限を委任するもの。

調査事項

(1) 東地区簡易水道料金等の改定に関する事項
(2) 箱島・岡崎地区農業集落排水使用料金等の改定に関する事項
(3) 榛名吾妻荘調理業務委託契約に関する事項
(4) 情報通信事業利用者協力金徴収に関する事項
委　　員

前村　清（委員長）、橋爪英夫（副委員長）
浦野政衛、角田美好、一場明夫、日野近吉、大図広海
上田　智、加部　浩、原田睦男、高橋基雄

【発議者】
提出議員：高橋基雄

賛成議員：日野近吉、一場明夫、大図広海、上田　智、加部　浩

平
成
平
成
平
成
191919
年年年
111111
月月月
141414
日
、
第
４
回
臨
時
会
を
開
会
し
、
行
政
事
務
調
査

日
、
第
４
回
臨
時
会
を
開
会
し
、
行
政
事
務
調
査

日
、
第
４
回
臨
時
会
を
開
会
し
、
行
政
事
務
調
査

特
別
委
員
会
（
一
〇
〇
条
調
査
委
員
会
）
の
設
置
を
決
定
し
ま
し
た
。

特
別
委
員
会
（
一
〇
〇
条
調
査
委
員
会
）
の
設
置
を
決
定
し
ま
し
た
。

特
別
委
員
会
（
一
〇
〇
条
調
査
委
員
会
）
の
設
置
を
決
定
し
ま
し
た
。



第
１
回
（
平
成
19
年
11
月
22
日
）

調
査
項
目
の
順
序
、
お
よ
び
調

査
期
間
を
平
成
19
年
11
月
22
日
か

ら
20
年
３
月
31
日
と
す
る
こ
と
を

決
定
。

先
ず
、
関
連
の
あ
る
(1)
東
地
区

簡
易
水
道
料
金
等
の
改
定
に
関
す

る
事
項
(2)
箱
島
・
岡
崎
地
区
農
業

集
落
排
水
使
用
料
金
等
の
改
定
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
時
に

調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

第
２
回
（
平
成
19
年
11
月
29
日
）

第
３
回
（
平
成
19
年
11
月
30
日
）

２
日
間
と
も
に
事
務
調
査
。

第
４
回
（
平
成
19
年
12
月
４
日
）

証
人
訊
問
を
実
施
。

第
５
回
（
平
成
19
年
12
月
５
日
）

証
言
を
ま
と
め
る
中
、
以
下
の

こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

①
地
域
審
議
会
、
上
下
水
道
審
議

会
、条
例
審
査
会
等
す
べ
て
経
ず
、

さ
ら
に
条
例
改
正
を
し
な
い
で
改

正
が
決
定
・
通
知
さ
れ
た
。

②
文
書
規
定
に
反
す
る
と
思
わ
れ

る
文
書
発
送
お
よ
び
公
印
・
決
裁

印
等
の
管
理
体
制
。

③
問
題
点
を
確
認
し
な
が
ら
も
指

摘
・
改
善
で
き
な
い
、
責
任
が
不

明
確
な
行
政
体
制
。

第
６
回
（
平
成
19
年
12
月
12
日
）

事
務
調
査
。

３

平
成
19
年
８
月
20
日
、

東
地
区
に
突
如
と
し
て
簡

易
水
道
・
農
業
集
落
排
水

の
料
金
改
定
（
平
成
20
年

４
月
よ
り
町
内
料
金
統
一
）

を
報
せ
る
チ
ラ
シ
が
配
布

さ
れ
る
。

こ
の
件
を
問
題
視
し
た

議
会
は
、
議
員
全
員
協
議

会
（
以
下
、
全
協
）
の
開

催
を
決
定
す
る
。

東
地
区
地
域
審
議
会
長

よ
り
、
10
月
23
日
付
け
で

「
合
併
協
議
を
無
視
し
た
一

方
的
な
改
正
の
白
紙
撤
回

と
、
民
主
的
な
行
政
執
行

へ
の
要
求
書
」
を
町
長
に

提
出
し
た
報
告
を
受
け
る
。

10
月
26
日
、
全
協
を
開

催
。
一
連
の
件
に
つ
い
て
、

通
常
の
特
別
委
員
会
等
で

調
査
し
、
責
任
の
所
在
と

対
応
が
確
認
で
き
れ
ば
よ

い
の
で
は
と
の
意
見
も
出

さ
れ
た
が
、
き
ち
ん
と
し

た
形
で
調
査
権
を
行
使
す

べ
き
と
の
意
見
が
多
く
あ

り
、
議
会
運
営
委
員
会

（
以
下
、
議
運
）
に
方
向
性

を
委
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。

臨
時
会
ま
で
の
間
、
議

運
を
数
回
開
催
。

一
〇
〇
条
調
査
委
員
会

の
設
置
に
賛
否
両
論
あ
っ

た
が
、
行
政
執
行
の
中
に

は
他
に
も
調
査
す
べ
き
事

項
が
あ
る
と
い
う
意
見
も

上
が
っ
た
。

最
終
的
に
、
４
項
目
に

重
点
を
絞
っ
て
調
査
権
を

行
使
（
＝
委
員
会
を
設
置
）

す
る
と
い
う
結
論
に
な
り
、

臨
時
会
開
会
前
に
開
催
し

た
全
協
で
協
議
し
た
。

11月14日、第４回臨時会を開会。本会議での付託を受けていないため、議会運営委

員会発議ではなく、議員発議での提案になった。

これに対し「議運に方向性こそ委ねたが、その経過報告もなく、いきなり議員発

議するのはおかしい」「100条委員会は非常に重要かつ重大な事件に対して発動でき

るものであり、４つの調査事項が該当するかどうか」「(1)(2)の項目については、町

長の白紙撤回するというお詫びの発言で結果が明らかであり、それ以上に調査で得

られるものがあるか疑問」などの質疑・意見も交わされましたが、審議の結果、賛

成多数で可決されました。

問題となったチラシ



４

人
事
院
勧
告
に
準
じ
た
支

給
率
を
参
考
に
、
町
長
及
び

副
町
長
の
期
末
手
当
の
支
給

率
を
０
・
05
カ
月
引
き
上
げ
、

年
間
４
・
45
カ
月
と
す
る
も

の
。

（
平
成
19
年
12
月
１
日
適
用
）

※
賛
成
な
し

議
員

人
事
院
勧
告
は
本
来

職
員
の
給
与
に
関
す
る
も
の

で
は
な
い
か
。
特
別
職
も
そ

れ
に
準
じ
て
上
げ
な
く
て
は

い
け
な
い
の
か
。

総
務
課
長

特
に
そ
う
い
っ

た
決
ま
り
は
な
い
。

議
員

別
件
で
特
別
職
の
給

与
等
を
下
げ
る
と
い
う
議
案

が
出
て
い
る
が
、
片
方
は
上

げ
て
片
方
は
下
げ
る
の
で
は

非
常
に
理
解
し
づ
ら
く
、
矛

盾
し
て
い
る
の
で
は
。

町
長

特
別
職
の
給
与
カ
ッ

ト
は
、
特
例
で
私
の
任
期
中

の
限
定
と
し
て
い
る
。

期
末
手
当
の
支
給
率
は
、

基
礎
・
長
期
的
な
数
字
と
し

て
、
他
の
町
村
や
後
々
に
影

響
が
残
る
と
考
え
て
上
程
し

た
。

平
成
20
年
１
月
１
日
か
ら

平
成
22
年
４
月
22
日
ま
で
の

間
、
町
長
・
副
町
長
・
教
育

長
の
給
料
月
額
の
５
％
を
削

減
す
る
も
の
。

※
賛
成
少
数

議
員

こ
の
５
％
削
減
が
町

民
の
考
え
方
に
則
し
て
る
か

ど
う
か
。
住
民
自
治
を
基
本

に
考
え
れ
ば
審
議
会
を
開
く

べ
き
と
思
う
が
、
報
酬
等
審

議
会
に
は
か
け
た
の
か
。

総
務
課
長

今
回
は
町
長
の

任
期
中
と
い
う
時
限
的
な
条

例
の
た
め
か
け
な
か
っ
た
。

議
員

首
長
の
給
料
は
、
能

力
に
対
し
て
適
正
で
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
安
け
れ
ば
い

い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と

思
う
が
。

町
長

私
も
同
意
見
で
、
現

在
の
支
給
額
が
適
正
で
あ
り
、

ま
た
給
料
以
上
の
仕
事
を
し

て
い
る
と
は
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
住
民
感
情
や
職

員
に
対
し
て
等
、
全
般
的
に

勘
案
し
た
中
で
最
終
的
に
判

断
を
し
た
。

県
内
で
は
財
政
状
況
に
応
じ
、
こ
の
改
正
を

提
案
し
な
い
自
治
体
も
あ
る
と
の
こ
と
。

ま
た
、
町
が
抱
え
る
借
金
を
ど
う
す
る
の
か

と
町
民
に
切
実
に
訴
え
ら
れ
る
実
情
も
あ
り
、

早
急
に
行
財
政
改
革
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
期
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
案
に
反
対
す
る
。

こ
の
削
減
率
で
は
、
町
長

と
し
て
本
当
に
行
財
政
改
革

を
考
え
て
い
る
の
か
疑
問
で

あ
る
。
職
員
に
対
し
て
も
、

は
っ
き
り
自
ら
の
身
を
削
る

こ
と
を
示
し
、
強
い
指
導
力

を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。

世
論
に
も
目
を
向
け
、
再

検
討
・
再
提
案
を
願
う
。

よ
っ
て
本
案
に
は
賛
成
で

き
な
い
。

平
成
19
年
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
６
日
か
ら
14
日
ま
で
９
日
間
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

町
長
よ
り
一
般
会
計
補
正
予
算
を
は
じ
め
、
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
な
ど
議
案
17
件
が
提
出
さ
れ
、
11
件
を
原

案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

町
長
提
案
の
う
ち
５
件
は
否
決
と
な
り
、
議
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
は
、
議
員
発
議
に
よ
る
修
正
案
を
可
決
し
ま
し

た
。
ほ
か
議
員
発
議
に
よ
る
議
員
定
数
削
減
案
・
意
見
書
１
件
も
提
出
さ
れ
、
提
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

一
般
質
問
で
は
９
人
が
登
壇
し
、
町
政
を
た
だ
し
ま
し
た
。



人
事
院
勧
告
に
よ
る
国
家

公
務
員
の
給
与
改
定
に
準
じ

て
、
職
員
給
与
の
改
定
が
提

案
さ
れ
ま
し
た
。

【
主
な
内
容
】

①
初
任
給
を
中
心
と
す
る
若

年
層
に
限
定
し
た
給
与
月
額

（
平
均
０
・
35
％
）
の
引
き
上

げ
。

②
子
等
に
係
る
扶
養
手
当
の

引
き
上
げ
（
六
〇
〇
〇
円→

六
五
〇
〇
円
）。

（
平
成
19
年
４
月
１
日
適
用
）

③
期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給

率
の
引
き
上
げ
（
年
間
４
・

45
月→

４
・
50
月
）。

（
平
成
19
年
12
月
１
日
適
用
）

※
賛
成
少
数

議
員

昨
年
６
月
、
地
域
給

を
取
り
入
れ
た
給
料
表
の
引

き
下
げ
が
行
わ
れ
た
。

今
回
わ
ず
か
で
も
上
が
る

案
に
、
町
民
の
理
解
が
得
ら

れ
る
か
考
え
る
と
、
地
域
の

給
与
実
態
を
把
握
し
た
上
で

判
断
す
べ
き
と
思
う
が
。

総
務
課
長

当
町
の
よ
う
な

小
規
模
自
治
体
で
は
、
人
事

院
や
人
事
委
員
会
制
度
が
な

い
た
め
、
こ
れ
ら
に
準
じ
た

形
を
取
っ
て
い
る
。

実
際
に
地
域
の
調
査
は
行

っ
て
い
な
い
。

議
員

職
員
の
ラ
ス
パ
イ
レ

ス
指
数(

※
以
下
ラ
ス)
を
下
げ

る
た
め
、
職
員
給
与
を
削
減

す
る
議
案
も
同
時
に
出
て
お

り
矛
盾
し
て
い
る
。
３
月
あ

た
り
ま
で
に
、
き
ち
ん
と
調

整
し
再
提
案
し
た
方
が
い
い

の
で
は
。

総
務
課
長

ラ
ス
に
関
す
る

抜
本
的
対
策
と
し
て
、
昇
給

昇
格
基
準
の
見
直
し
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。

町
長

昇
給
基
準
日
が
１
月

１
日
な
の
で
、
12
月
議
会
で

の
改
定
と
考
え
て
い
た
。
遡

り
適
用
を
含
め
れ
ば
、
再
考

の
余
地
は
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
人
勧
と
給

与
削
減
へ
の
取
り
組
み
は
、

本
質
的
に
別
の
も
の
と
認
識

し
て
い
る
。

若
年
層
28
人
分
に
限
っ
て

の
給
料
表
改
定
が
含
ま
れ
て

い
る
た
め
、
特
段
の
ご
理
解

を
い
た
だ
き
た
い
。

※
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
と
は

･
･
･
国
家
公
務
員
の
平
均
給

与
額
を
一
〇
〇
と
し
て
、
地

方
公
共
団
体
と
比
較
し
算
出

し
た
数
値
。

当
町
は
一
〇
一
・
一
（
平

成
19
年
４
月
１
日
現
在
）。

給
与
の
適
正
化
を
図
る
た

め
、
平
成
20
年
１
月
１
日
か

ら
平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で

の
間
、
給
与
の
現
給
保
障
額

の
50
％
を
削
減
す
る
も
の
。

※
賛
成
少
数

議
員

現
給
保
障
の
50
％
を

削
減
す
る
根
拠
と
、
期
間
限

定
の
根
拠
は
。

総
務
課
長

町
長
の
方
針
で
、

ラ
ス
を
95
に
持
っ
て
い
く
た

め
の
第
一
段
階
の
措
置
で
あ

る
。

町
長

抜
本
的
な
取
り
組
み

に
は
時
間
が
か
か
る
た
め
、

時
限
の
中
で
で
き
得
る
形
と

し
て
考
え
た
結
果
で
あ
る
。

議
員

こ
れ
以
外
に
、
勤
務

の
特
殊
性
に
応
じ
て
、
い
わ

び
つ
荘
の
職
員
に
支
給
さ
れ

て
い
る
調
整
額
も
削
る
の
か
。

総
務
課
長

削
減
の
方
向
で

進
め
て
い
る
。

議
員

最
終
的
に
、
職
員
と

の
労
使
交
渉
が
決
裂
し
た
と

聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
経
緯

と
段
階
的
な
削
減
計
画
は
。

町
長

職
員
組
合
と
の
協
議

は
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
。

生
活
給
と
い
う
こ
と
で
段

階
的
な
提
案
に
な
っ
た
が
、

ラ
ス
が
高
い
と
い
う
認
識
は

組
合
と
も
一
致
し
て
い
る
。

今
後
は
十
分
に
時
間
を
取

っ
て
協
議
し
、
互
い
に
理
解

で
き
る
点
を
探
し
た
い
。

５

若
年
層
の
給
与
引
き
上

げ
に
は
賛
同
し
た
い
が
、

財
政
状
況
を
み
た
と
き
に

「
昇
給
」
と
い
う
部
分
で

町
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

か
、
郡
内
の
他
業
種
と
比

較
し
て
ど
う
か
、
職
員
給

与
の
見
直
し
を
議
論
し
て

い
る
時
に
ど
う
な
の
か
、

な
ど
の
疑
問
が
残
る
。

今
後
十
分
議
論
し
、
総

合
的
に
考
え
て
か
ら
で
も

遅
く
は
な
い
と
思
う
。
よ

っ
て
本
案
に
は
反
対
す
る
。

健
全
化
に
向
け
た
措
置

と
し
て
一
定
の
評
価
は
す

る
。し

か
し
、
規
則
で
定
め

る
い
わ
び
つ
荘
の
調
整
額

ま
で
廃
止
す
る
と
、
該
当

職
員
は
給
与
総
額
の
約

７
％
も
減
額
と
な
り
、
平

等
な
削
減
措
置
と
は
言
え

な
い
。

再
度
精
査
・
提
案
す
る

こ
と
を
望
み
、
本
案
に
は

賛
成
で
き
な
い
。

給
与
の
適
正
化
に
関
連
し
、
用
地
取
得

等
交
渉
業
務
手
当
、
夜
間
看
護
等
手
当
、

放
射
線
取
扱
手
当
を
平
成
20
年
１
月
１
日

か
ら
廃
止
す
る
も
の
。

※
賛
成
少
数

※現給保障額＝平成18年の給料表改定で平均4.8％引き下げられたが、その際の特例措置と
して、旧給料表の額に新給料表の額が追いつくまで、その差額として支給しているもの。

夜
間
を
通
し
て
の
看
護
・
介
護
等
は
大

変
な
業
務
で
あ
り
、
当
然
必
要
な
手
当
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

他
の
手
当
同
様
に
削
減
し
よ
う
と
す
る

こ
と
は
容
認
で
き
な
い
。
よ
っ
て
本
案
に

は
賛
成
で
き
な
い
。



今
議
会
最
終
日
に
、
現
在

18
人
で
あ
る
議
員
定
数
を
２

人
削
減
し
、
16
人
と
す
る
議

員
発
議
の
条
例
案
を
賛
成
多

数
で
可
決
し
ま
し
た
。

次
期
選
挙
か
ら
適
用
さ
れ

ま
す
。

町
長
よ
り
、
執
行
部
と
同

様
、
人
勧
に
準
じ
た
支
給
率

を
参
考
に
、
議
員
の
期
末
手

当
の
支
給
率
を
０
・
05
カ
月

引
き
上
げ
、
年
間
４
・
45
カ

月
と
す
る
提
案
が
な
さ
れ
ま

し
た
。

こ
れ
を
受
け
、
議
員
の
期

末
手
当
の
一
部
を
改
正
す
る

修
正
案
を
議
員
発
議
で
提
出

し
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま

し
た
。（
＝
町
長
提
案
は
採
決

な
し
）

【
主
な
修
正
内
容
】

①
期
末
手
当
の
引
き
上
げ
は

せ
ず
、
従
前
ど
お
り
年
間

４
・
40
カ
月
の
支
給
。

②
職
員
を
参
考
に
実
際
の
在

職
期
間
に
応
じ
て
い
た
支
給

率
を
廃
止
。
４
年
間
の
任
期

中
に
合
わ
せ
て
８
回
（
６
月
・

12
月
の
年
２
回
）
に
区
切
り
、

そ
の
都
度
全
額
を
支
給
す
る

（
平
成
19
年
５
月
13
日
適
用

※
）。

③
期
末
手
当
の
総
額
に

20
％
の
役
職
加
算
が
さ
れ

て
い
た
も
の
を
廃
止
（
平

成
20
年
１
月
１
日
適
用
）。

※
経
過
措
置
＝
従
前
の
条

例
に
よ
り
、
平
成
19
年
６

月
の
期
末
手
当
に
つ
い
て

は
、
前
期
か
ら
継

続
の
議
員
に
は
満

額
が
支
給
さ
れ
、

今
期
か
ら
の
議
員

に
は
在
職
期
間
率

に
よ
り
30
％
分
が

支
給
さ
れ
て
い
た
。

平
成
19
年
５
月

に
遡
り
適
用
す
る

こ
と
で
、
そ
の
差

額
分
（
70
％
）
が

支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

６

地
方
を
取
り
巻
く
財
政
状
況
は
ま

す
ま
す
厳
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
、
特
に
当
町
は
実
質
公
債
費
比

率
・
経
常
収
支
比
率
と
も
に
悪
い
状

況
下
に
あ
る
。

適
正
な
議
員
定
数
に
は
議
論
が
あ

る
と
こ
ろ
だ
が
、
人
口
１
０
０
０
人

当
た
り
１
人
と
考
え
る
と
16
人
が
適

当
と
思
わ
れ
る
。

現
在
、
町
の
財
政
は
非
常
事
態
で

あ
る
。
職
員
給
与
の
ラ
ス
パ
イ
レ
ス

指
数
が
県
下
一
高
い
こ
と
か
ら
、
や

む
を
得
ず
職
員
の
給
与
や
手
当
削
減

に
つ
い
て
も
着
手
し
よ
う
と
し
て
い

る
状
況
に
あ
る
。

当
然
、
議
員
も
そ
れ
に
先
駆
け
て
、

報
酬
な
ど
の
抑
制
を
図
る
べ
き
で
あ

る
と
判
断
し
た
。



７

今
定
例
会
で
は
、
請
願

３
件
・
陳
情
１
件
を
所
管

の
委
員
会
で
審
査
し
ま
し

た
。
審
査
の
結
果
が
本
会

議
で
報
告
さ
れ
、
次
の
よ

う
に
決
ま
り
ま
し
た
。

◆
全
額
国
庫
負
担
の
「
最

低
保
障
年
金
制
度
」
創
設

を
政
府
に
求
め
る
請
願
書

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

制
度
の
中
止
・
撤
回
を
求

め
る
請
願

◆
地
方
切
り
捨
て
を
許
さ

ず
群
馬
県
所
在
国
土
交
通

省
事
務
所
の
存
続
を
求
め

る
陳
情
書

◆東吾妻町の幼稚園教育の振興について

（町立東幼稚園保護者会代表　重野能之　ほか４名）

紹介議員：竹渕博行ほか９名

議
員

地
域
開
発
事
業
特
別
会
計
の

光
ケ
ー
ブ
ル
補
修
費
は
、
電
柱
で
の

鳥
の
食
害
と
の
こ
と
。

電
柱
に
添
架
料
を
払
っ
て
い
る
の

に
、
管
理
責
任
が
町
に
あ
る
と
は
思

え
な
い
が
。

支
所
長

本
来
の
責
任
の
所
在
を
含

め
、
現
在
Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
会
社
側
と
詰
め

の
交
渉
を
行
っ
て
い
る
段
階
で
あ
る
。

充実した人的配置のための予算を充実した人的配置のための予算を充実した人的配置のための予算を



８

質
問
１

地
域
経
済
は
極
め

て
悪
化
し
て
い
る
。
町
の
経

常
収
支
比
率
は
、
直
近
で

93
・
06
％
（
80
％
以
下
が
良

い
と
さ
れ
て
い
る
）
と
改
善

を
要
す
る
が
、
町
民
の
要
望

は
待
っ
て
く
れ
な
い
。

Ｐ
Ｆ
Ｉ
と
は
、
民
間
の
資

金
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
、

公
共
施
設
の
建
設
や
運
営
等

に
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
図
る
と

い
う
手
法
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
す
る
考
え
は
。

例
え
ば
、
吾
妻
に
は
年
間

８
０
０
万
人
の
観
光
客
が
訪

れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
農
業
と
観
光
を
連
携

し
た
「
道
の
駅
」
の
整
備
等

を
考
え
て
は
ど
う
か
。

質
問

子
ど
も
の
出
生
率
に

関
し
て
、
家
族
も
子
ど
も
も

社
会
的
な
豊
か
さ
を
共
有
で

き
な
い
と
「
子
ど
も
を
産
む
」

と
い
う
行
動
に
つ
な
が
ら
な

い
。
若
年
層
が
３
人
目
以
降

の
出
産
・
子
育
て
を
た
め
ら

う
理
由
の
一
つ
に
、
経
済
負

担
の
大
き
さ
が
一
番
に
あ
る

よ
う
に
思
う
。

こ
の
町
で
子
供
を
育
て
て

良
か
っ
た
、
育
っ
て
良
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
、
政

治
が
少
し
で
も
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
て
や
る
姿
勢
が
大
切
で

あ
る
。
町
独
自
で
、
イ
ン
パ

ク
ト
の
あ
る
子
育
て
支
援
策

を
早
急
に
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
。

結
果
的
に
「
も
う
一
人
ど

う
で
す
か
と
言
え
る
環
境
づ

く
り
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く

と
思
う
が
、
今
後
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

町
長

ご
指
摘
の
内
容
に
私

も
同
感
で
あ
り
、
子
育
て
支

援
策
の
視
点
と
し
て
本
質
を

考
え
さ
せ
る
も
の
と
思
う
。

子
供
の
成
長
に
お
い
て
、

も
っ
と
も
費
用
負
担
が
大
き

く
な
る
の
は
高
校
か
ら
大
学

に
か
け
て
の
学
費
で
あ
る
と

の
指
摘
も
あ
る
。

今
後
、
現
在
の
奨
学
制
度

を
見
直
し
、
一
層
充
実
し
た

制
度
に
な
る
よ
う
取
組
み
、

も
う
一
人
産
ん
で
も
大
丈
夫

だ
と
思
え
る
環
境
づ
く
り
に

努
力
す
る
。

竹渕　博行議員

前村　　清議員

産み・育ててよかったと

思われる町に！

吾妻路

←



質
問

現
在
、
町
で
は
公
設

公
営
と
公
設
民
営
の
２
方
式

で
学
童
保
育
事
業
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。
事
業
の
今
後
に

つ
い
て
聞
き
た
い
。

①
現
在
の
２
施
設
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
利
用
者
の
負
担
が
違

う
。
町
民
間
の
公
平
性
を
保

つ
た
め
に
も
早
急
に
調
整
が

必
要
と
思
う
が
。

②
２
施
設
と
も
公
設
な
の
に
、

設
置
や
管
理
に
関
す
る
条
例

が
制
定
さ
れ
て
い
な
い
。
法

的
に
問
題
は
な
い
か
。

③
来
年
度
実
施
予
定
の
施
設

に
つ
い
て
は
、
極
力
利
用
者

の
ニ
ー
ズ
に
沿
え
る
よ
う
配

慮
し
、
子
ど
も
園
等
も
検
討

す
べ
き
と
思
う
が
。

④
今
年
度
の
事
業
者
決
定
で

は
、
公
式
な
公
募
前
に
、
現

在
受
託
し
て
い
る
事
業
者
が

事
前
に
準
備
を
し
て
い
た
と

い
う
情
報
が
聞
か
れ
た
。

ま
た
公
募
等
が
遅
く
、
応

募
に
一
事
業
者
し
か
対
応
で

き
な
か
っ
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。
公
明
・
公
正
に

事
業
者
の
選
定
を
。

町
長

①
将
来
的
に
は
、
よ

り
良
い
方
向
で
調
整
が
必
要
。

当
面
は
い
た
し
か
た
な
い
。

今
後
は
、
公
設
民
営
を
考
え

て
い
る
。

②
県
青
少
年
子
ど
も
課
の
指

導
や
先
例
地
の
実
態
か
ら
実

施
要
綱
で
運
営
し
て
き
た
。

こ
れ
か
ら
も
同
じ
に
や
る
。

③
岩
島
、
坂
上
地
区
で
協
力

を
い
た
だ
け
る
方
を
、
提
案

方
式
で
採
用
し
よ
う
と
考
え
、

現
在
準
備
中
で
あ
る
。
他
に

子
ど
も
園
等
も
考
え
る
。

④
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
を
始

め
、
地
域
の
特
性
に
合
っ
た

方
法
が
あ
れ
ば
、
前
向
き
に

取
り
入
れ
、
公
明
・
公
正
に

進
め
る
。

町
長

地
方
公
共
団
体
で
Ｐ

Ｆ
Ｉ
方
式
の
事
業
が
拡
大
し

つ
つ
あ
る
。
当
町
で
も
、
庁

舎
や
給
食
セ
ン
タ
ー
の
整
備

な
ど
が
課
題
と
し
て
考
え
ら

れ
る
。

農
業
・
観
光
振
興
で
は
、

道
の
駅
や
農
村
レ
ス
ト
ラ
ン

と
い
っ
た
交
流
型
施
設
等
を

検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

質
問
２

子
育
て
に
際
し
施

設
を
利
用
さ
れ
る
お
母
さ
ん

達
は
、
幼
稚
園
の
預
か
り
保

育
や
幼
保
一
元
化
な
ど
、
利

用
し
や
す
い
環
境
整
備
に
期

待
を
募
ら
せ
て
い
る
。
少
子

化
の
町
と
し
て
、
一
番
取
り

組
む
べ
き
政
策
と
思
う
が
。

町
長

町
で
は
幼
稚
園
、
保

育
所
、
学
童
保
育
所
を
設
置

し
、
保
護
者
の
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
に
合
わ
せ
た
子
育
て
支
援

を
進
め
て
い
る
。

岩
島
・
坂
上
地
区
は
学
童

保
育
を
進
め
る
。

９

一場　明夫議員

子育ての現場で本当に求められているものは…？
（まちかど子育て会議in東吾妻町）

多くの車が行き交う



質
問

11
月
に
東
地
区
で
、

中
学
校
統
合
に
つ
い
て
の
Ｐ

Ｔ
Ａ
と
議
員
の
懇
談
会
が
あ

り
、
多
く
の
不
安
の
声
を
聞

い
た
。

平
成
19
年
３
月
議
会
で
の

議
員
の
質
問
に
対
し
、「
教
育

委
員
会
の
協
議
の
結
論
」
と

の
こ
と
で
、
19
年
度
早
々
に

「
学
校
統
合
問
題
審
議
会
に
５

校
一
括
統
合
を
諮
問
す
る
」

と
の
発
言
が
あ
っ
た
。

ま
た
「
統
合
準
備
会
（
仮

称
）
も
発
足
さ
せ
、
各
種
課

題
の
検
討
に
入
り
た
い
」
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

現
段
階
で
は
そ
の
動
き
が

見
え
な
い
が
、
今
後
ど
の
よ

う
な
手
順
で
進
め
る
の
か
、

基
本
方
針
に
つ
い
て
伺
い
た

い
。

町
長

５
校
一
括
統
合
は

「
管
内
の
中
学
生
が
同
じ
環
境

の
も
と
で
学
習
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
」
と
す
る
教
育
委

員
会
の
意
向
も
踏
ま
え
、
審

議
会
に
諮
問
す
る
こ
と
に
し

た
。統

合
の
課
題
の
一
つ
に
通

学
対
策
が
あ
る
。
生
徒
の
通

学
時
間
や
部
活
動
の
時
間
な

ど
、
充
実
し
た
教
育
活
動
の

時
間
が
で
き
る
通
学
方
式
を

設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

現
在
路
線
バ
ス
と
の
整
合
を

踏
ま
え
検
討
中
で
、
今
し
ば

ら
く
時
間
を
い
た
だ
き
た
い
。

質
問

諮
問
す
る
と
な
れ
ば
、

教
育
長
が
不
在
の
ま
ま
で
い

い
の
か
。

町
長

考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

質
問
１

当
町
は
高
齢
化
率

が
30
・
９
％
で
「
限
界
集
落
」

に
該
当
す
る
小
字
が
７
つ
も

あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
国
土
保

全
や
安
全
な
水
・
空
気
そ
し

て
食
料
供
給
源
で
重
要
な
役

割
を
持
つ
地
域
で
も
あ
る
。

元
気
が
出
る
町
づ
く
り
と

し
て
、
住
民
の
主
体
性
を
尊

重
し
た
「
集
落
再
生
計
画
」

等
の
策
定
に
取
り
組
む
べ
き

と
考
え
る
。

こ
う
し
た
地
域
に
は
特
別

な
手
立
て
も
必
要
と
思
う
が
。

町
長

計
画
等
の
策
定
は
、

福
田
内
閣
の
地
方
再
生
戦
略

を
尊
重
し
取
り
組
ん
で
い
く
。

地
域
の
活
性
化
と
し
て
、

生
涯
現
役
の
高
齢
者
の
出
番

や
、
不
安
の
な
い
暮
ら
し
の

た
め
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
を

進
め
た
い
。
住
民
の
不
安
・

要
望
に
は
十
分
な
目
配
り
を

し
て
い
く
。

角田　美好議員

金澤　　敏議員

10

課
題
の
一
つ通

学
対
策

アピールすべき
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質
問
２

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
最
大
の
問
題
は
、
滞

納
し
た
ら
保
険
証
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
病
院
窓
口
で
全
額

支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
。
町
民
を
守
る

立
場
で
、
取
り
上
げ
を
止
め

る
べ
き
と
思
う
が
。

ま
た
、
診
療
報
酬
の
包
括

払
い(

定
額
制)

で
必
要
な
診
察

が
制
限
さ
れ
、
高
齢
者
は
満

足
な
医
療
が
受
け
ら
れ
な
く

な
る
。
こ
れ
ら
医
療
の
改
悪

に
対
す
る
考
え
は
。

町
長

資
格
証
明
書
の
発
行

は
法
律
で
決
め
ら
れ
、
決
定

権
は
広
域
連
合
に
あ
る
。
危

惧
す
る
ケ
ー
ス
は
３
〜
４
件

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
高
齢

化
率
の
高
い
町
が
、
高
齢
者

を
単
独
で
支
え
て
い
く
の
は

難
し
い
。

質
問

戦
後
に
始
ま
っ
た
東

地
区
に
お
け
る
公
民
館
活
動

は
、
住
民
参
加
の
政
治
姿
勢

を
理
念
と
し
、
地
域
住
民
も

そ
れ
を
よ
く
理
解
し
、
活
動

の
質
・
量
と
も
今
日
ま
で
一

層
充
実
を
増
し
て
き
た
。

地
域
内
の
あ
ら
ゆ
る
活

動
・
課
題
に
つ
い
て
審
議
会

で
議
し
、
分
館
長
を
中
心
に

五
役
が
責
任
を
持
っ
て
行
政

へ
の
提
言
・
課
題
を
要
請
。

地
域
の
こ
と
は
住
民
の
手
で

と
い
う
自
治
精
神
よ
り
来
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
も
の
な

ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

今
度
の
合
併
に
は
非
常
に

大
き
い
メ
リ
ッ
ト
が
多
く
あ

っ
た
と
思
う
。
公
民
館
活
動

に
つ
い
て
は
、
な
お
一
層
の

地
域
振
興
を
充
実
す
る
よ
う
、

平
成
20
年
以
降
も
町
か
ら
援

助
を
望
む
。

住
民
が
住
民
の
手
で
行
政

参
加
を
理
念
と
す
る
火
を
消

さ
な
い
で
も
ら
い
た
い
。

町
長

住
民
が
住
民
の
手
で

行
政
参
加
を
理
念
と
す
る
こ

と
は
、
私
も
同
感
で
あ
る
。

今
後
、
地
域
が
主
体
的
に

取
り
組
む
各
種
事
業
に
つ
い

て
は
、
補
助
金
等
審
査
委
員

会
の
意
見
等
を
参
考
に
補
助

の
あ
り
方
を
明
確
に
し
つ
つ
、

積
極
的
に
支
援
し
て
い
き
た

い
。全

町
的
な
課
題
と
し
て
、

来
年
度
半
ば
を
目
途
に
結
論

を
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

佐藤　利一議員

地域が持つ有益性や公共機能を　

第45回東公民館祭（H19. 11.  3 開催）



質
問

自
治
体
が
行
う
行
政

事
務
は
各
分
野
の
専
門
性
が

要
求
さ
れ
、
適
正
な
事
務
執

行
の
た
め
に
、
自
治
体
の
裁

量
で
付
属
機
関
の
設
置
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。

当
町
に
は
、
条
例
を
背
景

と
し
な
い
付
属
機
関
ら
し
き

団
体
が
幾
多
か
あ
り
、「
会
則

中
に
、
執
行
機
関
の
本
来
事

務
が
包
括
さ
れ
て
い
る
・
執

行
機
関
が
委
員
の
選
任
を
行

う
・
資
金
の
大
半
を
町
費
で

賄
う
・
事
務
局
が
役
場
内
に

あ
り
町
職
員
が
事
務
を
掌
る
」

な
ど
の
共
通
点
が
あ
る
。

体
育
協
会
・
文
化
協
会
な

ど
の
実
例
が
あ
る
が
、
ダ
ム

対
策
協
議
会
に
お
い
て
は
委

員
報
酬
も
支
払
わ
れ
て
い
る
。

観
光
協
会
・
防
犯
協
会
・
社

会
福
祉
協
議
会
を
自
称
し
、

会
費
・
協
力
費
名
目
で
金
銭

を
徴
収
し
て
い
る
団
体
も
あ

る
。
こ
れ
ら
の
実
態
が
法
に

則
っ
て
い
る
か
。

町
長

現
在
、
付
属
機
関
と

し
て
「
情
報
公
開
制
度
運
営

委
員
会
」
や
「
総
合
計
画
審

議
会
」
な
ど
が
設
置
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
政
執
行

の
前
提
と
な
る
職
務
を
行
っ

て
い
た
だ
い
て
い
る
。

時
代
の
要
請
と
し
て
は
、

法
的
根
拠
を
持
っ
た
形
で
す

べ
き
と
い
う
結
論
に
達
し
て

い
る
。
負
担
金
等
の
問
題
も
、

遵
法
と
い
う
精
神
に
則
る
こ

と
が
、
文
化
・
体
育
活
動
の

発
展
や
住
民
の
た
め
の
ダ
ム

対
策
と
な
る
こ
と
に
つ
な
が

る
よ
う
考
え
た
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
上
位
法

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
中
で
、

町
民
の
目
か
ら
見
て
透
明
性

の
高
い
執
行
を
し
て
い
く
。

大図　広海議員

12

質
問
１

先
日
、
妊
婦
の
乗
っ

た
救
急
車
の
事
件
が
あ
っ
た
。

健
診
を
受
け
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
カ
ル
テ
が
な
い
と

い
う
理
由
で
た
ら
い
回
し
に

さ
れ
、
死
亡
さ
れ
た
ケ
ー
ス

も
あ
っ
た
。
少
子
化
の
時
代

に
な
ん
と
も
っ
た
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。

６
月
に
質
問
し
た
妊
婦
健

診
無
料
化
の
制
度
は
、
赤
ち

ゃ
ん
を
大
事
に
育
て
る
基
本

で
あ
る
。
早
期
に
実
施
し
、

１
回
で
も
多
く
活
用
し
て
も

ら
う
こ
と
が
行
政
の
責
任
で

は
な
い
か
。

町
長

本
町
も
平
成
20
年
度

よ
り
５
回
分
の
公
費
負
担
助

成
を
行
う
と
し
、
当
初
予
算

に
計
上
す
る
予
定
で
あ
る
。

す
で
に
県
医
師
会
の
協
力

の
下
、
標
準
単
価
の
協
議
も

し
て
い
る
。

青柳はるみ議員

実
の
あ
る支

援
を
！

妊婦健診は赤ちゃんを大事に育てる基本
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質
問
２

町
内
に
は
、
86
人

の
聴
覚
障
害
者
手
帳
を
持
っ

た
方
が
い
る
。

耳
の
不
自
由
な
方
の
た
め

の
「
お
願
い
手
帳
」
に
加
え
、

見
て
分
か
り
や
す
い
耳
マ
ー

ク
を
公
的
施
設
に
設
置
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

町
長

聴
覚
障
害
者
の
一
番

の
悩
み
は
、
見
た
目
に
は
障

害
が
分
か
ら
な
い
こ
と
で
、

誤
解
さ
れ
た
り
危
険
に
さ
ら

さ
れ
た
り
等
、
社
会
生
活
上

の
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
が

多
く
い
る
。

ス
ム
ー
ズ
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
た
め
、
お
役
に

立
て
る
よ
う
早
急
に
検
討
し

て
い
き
た
い
と
思
う
。

質
問

道
路
は
、
私
た
ち
が

毎
日
生
活
す
る
上
で
、
必
要

不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
誰
も
が
認
識
し
て
い
る
。

９
月
定
例
会
で
の
公
共
交

通
の
質
問
に
関
連
性
を
持
っ

た
中
で
、
町
道
整
備
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

①
道
路
整
備
の
現
状
と
問
題

点②
道
路
整
備
計
画
を
立
て
る

場
合
の
基
本
的
な
考
え

③
住
民
主
体
で
行
う
、
原
材

料
支
給
に
よ
る
道
路
整
備
の

状
況
と
問
題
点

町
長

①
舗
装
等
に
つ
い
て

は
耐
用
年
数
を
は
る
か
に
過

ぎ
て
お
り
、
損
傷
が
激
し
い

箇
所
も
相
当
あ
る
。

全
町
的
に
地
形
が
急
峻
で
、

道
路
改
良
等
で
は
事
業
費
が

割
高
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
財
政
上
の
こ
と
が
一
番
の

問
題
点
で
あ
る
。

②
主
要
道
路
や
緊
急
性
の
高

い
路
線
、
地
元
要
望
の
強
さ
、

そ
し
て
一
番
必
要
な
用
地
等

の
協
力
体
制
な
ど
を
総
合
的

に
勘
案
。
町
の
総
合
計
画
等

と
の
整
合
性
を
図
り
な
が
ら

進
め
て
い
き
た
い
。

③
一
行
政
区
あ
た
り
、
原
則

30
万
円
を
上
限
と
し
て
支
給

し
て
い
る
。

問
題
点
と
し
て
は
、
高

齢
化
等
で
地
元
出
役
者
が

少
な
く
、
住
民
主
体
の
主

旨
が
維
持
で
き
な
い
地
区

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

須崎　幸一議員

町
道
松
谷
六
合
村
線
改
築

事
業
（
八
ッ
場
ダ
ム
関
連
）

▽
法
面
工
事
費
の
追
加
。

契
約
金
額
＝
一
、
一
五
五

万
八
、
〇
〇
〇
円
の
増
額

委
託
契
約
先
＝
群
馬
県

◆
政
治
倫
理
の
確
立
の
た

め
の
町
長
の
資
産
等
の
公

開
に
関
す
る
条
例

◆
情
報
公
開
条
例

◆
町
立
学
校
給
食
費
徴
収

条
例

道路災害復旧工事

（町道馬場・手古丸線）

施工前施工前施工前

施工後施工後施工後 「耳マーク」
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平
成
19
年
11
月
１
日
、
12

月
11
日
の
２
回
開
催
。

都
市
計
画
事
業
（
原
町
駅

南
口
線
）
の
吾
妻
大
橋
建
設

に
つ
い
て
調
査
を
実
施
。

県
道
へ
の
町
負
担
20
％
に

関
す
る
経
過
は
次
の
と
お
り

で
し
た
。

平
成
８
年
４
月
30
日
、
県

道
区
域
変
更
に
伴
う
原
町
駅

南
口
線
の
整
備
に
つ
い
て
県

と
町
が
協
議
。
主
な
内
容
は
、

地
元
20
％
負
担
、
期
間
は
平

成
９
年
着
工
〜
平
成
15
年
完

成
予
定
、
街
路
事
業
と
し
て

県
土
木
が
実
施
す
る
。

平
成
８
年
８
月
30
日
、
原

町
駅
南
口
線
は
高
崎
榛
名
吾

妻
線
の
振
り
替
え
と
し
て
県

道
認
定
さ
れ
る
。

県
の
説
明
で
は
「
都
市
計

画
事
業
は
原
則
市
町
村
施
行

10
月
３
日
開
催
。
町
執
行

部
が
委
員
会
で
示
し
た
意
志

を
守
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
原

因
と
は
言
え
、
職
員
給
与
の

適
正
化
の
条
例
改
正
案
が
９

月
議
会
に
提
案
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
責
任
を

取
る
た
め
と
委
員
長
か
ら
辞

職
願
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、

現
時
点
で
は
許
可
で
き
な
い

と
の
判
断
に
な
り
ま
し
た
。

提
出
し
な
か
っ
た
改
正
案

に
つ
い
て
は
、
10
月
中
に
臨

時
会
を
開
催
し
、
町
か
ら
提

案
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
議
員
期
末
手
当

の
期
間
率
の
問
題
、
財
産
管

理
さ
ら
に
選
挙
広
報
の
問
題

等
も
今
後
調
査
し
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

10
月
２
日
、
県
道
川
原
畑

大
戸
線
の
大
柏
木
ト
ン
ネ
ル

坑
内
と
大
柏
木
側
坑
口
を
現

地
視
察
。
視
察
後
、
健
康
増

進
施
設
の
詳
細
設
計
の
基
本

コ
ン
セ
プ
ト
と
ラ
ン
ニ
ン
グ

コ
ス
ト
の
提
案
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

10
月
15
日
、
関
連
３
地
区

で
町
詳
細
設
計
が
承
認
と
な

っ
た
報
告
を
受
け
、
委
員
会

と
し
て
健
康
増
進
施
設
の
町

指
示
事
項
を
決
定
・
承
認
し

ま
し
た
。

12
月
11
日
、
国
・
県
・
町

関
係
者
の
出
席
を
求
め
、
19

年
度
進
捗
状
況
の
説
明
を
受

け
ま
し
た
。

◎
国
関
係

県
道
川
原
畑
大
戸
線
の

国
･
県
の
事
業
境
界
、
大
場

盛
土
用
地
の
扱
い
、
用
地
買

収
状
況
、
原
石
山
・
骨
材
運

搬
路
の
検
討
状
況
、
渓
谷
遊

歩
道
の
現
状
と
変
更
協
議
、

県
道
・
町
道
・
Ｊ
Ｒ
工
事
、

岡
原
盛
土
、
大
柏
木
ト
ン
ネ

ル
な
ど
、
各
事
業
の
進
捗
状

況
。

◎
県
関
係

用
地
買
収
関
係
、
松
谷
第

二
ト
ン
ネ
ル
、
雁
が
沢
ラ
ン

プ
工
事
、
松
上
歩
道
、
松
谷

盛
土
造
成
地
、
町
道
松
谷
六

合
村
線
、
県
道
林
・
東
吾
妻

線
、
鎌
田
沢
砂
防
、
県
道
川

原
畑
大
戸
線
（
第
１
〜
３
工

区
）
な
ど
、
管
内
工
事
の
進

捗
状
況
。

併
せ
て
橋
梁
等
名
称
選
定

委
員
会
の
現
状
報
告
。

◎
町
関
係

大
柏
木
地
区
の
補
償
単
価

が
地
権
者
会
で
了
承
。

健
康
増
進
施
設
の
詳
細
設

計
の
町
指
示
事
項
お
よ
び
建

築
確
認
許
可
に
向
け
て
の
方

針
、
渓
谷
パ
ー
キ
ン
グ
造
成

工
事
の
進
捗
状
況
、
吾
妻
峡

遊
歩
道
の
整
備
、
ふ
れ
あ
い

公
園
の
盛
土
と
用
地
取
得
の

状
況
。

←

県道 林・東吾妻線の法面工事

工事の進むＪＲ吾妻川第２橋梁



11
月
７
・
８
日
、
町
内
に

あ
る
社
会
教
育
施
設
12
カ
所

と
、
文
化
財
62
カ
所
の
調
査

を
実
施
し
ま
し
た
。

◎
ス
ポ
ー
ツ
関
連
施
設

山
田
川
弓
道
場
の
畳
修
理
、

東
橋
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
放
送

施
設
の
改
良
、
東
総
合
運
動

場
の
ト
イ
レ
水
洗
化
と
公

園
・
遊
歩
道
の
維
持
整
備
、

小
万
沢
ス
ポ
ー
ツ
広
場
は
管

理
の
検
討
。

◎
資
料
館
・
文
化
財

岡
崎
資
料
館
は
整
備
さ
れ

て
い
た
が
、
大
戸
・
岩
島
資

料
館
は
整
備
を
要
す
る
。

文
化
財
は
、
個
人
所
有
や

家
屋
内
管
理
が
多
い
た
め
、

車
窓
か
ら
の
確
認
。

◎
総
括

19
年
度
中
に
旧
両
町
村
の

文
化
財
紹
介
小
冊
子
を
一
冊

に
ま
と
め
全
戸
配
布
の
予

定
。社

会
体
育
施
設
は
見
直

し
整
理
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
、
町
民
の
声
を
聞
き

な
が
ら
検
討
を
要
す
る
。

◎
教
育
長
不
在
問
題

教
育
行
政
の
混
乱
を
避

け
る
た
め
に
も
、
早
急
に

取
り
組
む
こ
と
を
町
長
に

望
む
。

15

と
な
っ
て
い
る
が
、
町
施
行

は
困
難
と
し
て
県
に
要
請
が

あ
っ
た
。
調
整
の
結
果
、
施

行
後
の
管
理
も
県
が
行
う
こ

と
か
ら
、
県
で
の
事
業
化
が

決
定
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
町

20
％
負
担
は
説
明
し
て
お
り
、

事
業
認
可
取
得
時
に
了
承
を

得
た
と
考
え
て
い
る
」
と
の

こ
と
で
し
た
。

東吾妻町議会は「道路特定財源の一般財源化

反対に関する意見書」を、衆・参議院議長、内

閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大

臣あてに提出しました。

昨
年
11
月
９
日
、
県
議

長
会
主
催
の
議
会
広
報
研

修
会
が
開
催
さ
れ
、
広
報

対
策
特
別
委
員
が
参
加
し

ま
し
た
。

エ
デ
ィ
タ
ー
の
城
市
創

氏
が
、
「
議
会
だ
よ
り
」

編
集
の
ポ
イ
ン
ト
を
わ
か

り
や
す
く
講
演
さ
れ
ま
し

た
。読

者
が
知
り
た
い
こ
と

は
何
か
＝
住
民
目
線
で
作

る
、
行
政
広
報
と
の
違

い
＝
政
策
形
成
の
プ
ロ
セ

ス
を
伝
え
る
と
い
う
議
会

だ
よ
り
発
行
の
意
義
な
ど
、

大
変
参
考
に
な
る
研
修
で

し
た
。

午
後
の
「
広
報
ク
リ
ニ

ッ
ク
」
で
は
具
体
的
な
技

法
を
学
び
ま
し
た
。
こ
れ

ら
を
今
後
の
広
報
活
動
に

生
か
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

岡　崎　資　料　館岡 崎 資 料 館岡 崎 資 料 館

城 市 先 生城 市 先 生城 市 先 生
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年
が
明
け
ま
し
た
。
以
前
は
、
新

し
い
年
に
な
れ
ば
漠
然
と
前
年
よ
り

確
実
に
良
い
年
に
な
る
と
、
胸
膨
ら

ま
せ
わ
く
わ
く
し
た
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
近
年
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
忍
び
寄
る
地
球
温
暖
化
の
問
題

は
、
既
に
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
国

内
で
は
、
貧
困
と
格
差
・
社
会
保
障

不
安
等
々
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
私
た

ち
「
大
人
」
が
選
択
し
て
き
た
結
果

で
す
。
問
題
を
解
決
し
、
次
世
代
に

希
望
と
未
来
あ
る
社
会
を
渡
し
て
い

く
た
め
に
も
、
今
ま
で
の
既
成
概
念

に
と
ら
わ
れ
な
い
感
性
や
発
想
と
行

動
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
の
議
会
は
、
幾
度
と
な
く
熱

い
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
を
冷
静
に
公
正
・
公
平
な
視
点

で
紙
面
作
り
を
す
る
の
は
、
大
変
な

努
力
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
多
少
議

論
の
熱
気
が
薄
ま
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

今
年
は
、
そ
の
熱
気
を
的
確
に
紙

面
に
反
映
で
き
る
の
か
、
新
た
な
気

持
ち
で
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

（
金
澤
　
敏
）

環境に優しい大豆油インクを使用しています

再生紙を使用しています


